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平成１８年（2006 年）２月２０日 

横頇賀市入札監視委員会 

 



 

はじめに 

 

当委員会は、入札契約適正化法に基づく第３者機関として、2002 年 7 月

に設置され、2004 年２月には第１回意見書を提出した。 

横頇賀市では、当委員会の意見書を尊重し、2004 年度において「競争性

の確保と工事品質の向上を目指して」と銘打って入札制度運用の改正を行っ

た。迅速な対応に敬意を表するとともに、当委員会の意見書とは別に実施し

たいくつかの施策の方向性について、高く評価するものである。 

 

横頇賀市が 2004 年度以降に行った改正点を列記すると次のようになる。 

１． 共同企業体入札をすべて「混合入札」に転換した。 

２． 最低制限価格をすべて「平均額型最低制限価格」に転換した。 

３． 「工事成績条件付入札」を本格的に導入した。 

４． 「事業所訪問調査」を開始した。 

５． 「災害緊急協力事業者制度」を新設した。 

６． 繰越明許費の活用により年間工事発注の平準化を進めた。 

これらの内、１と２は第１回意見書に基づいて実施したものであり、３か

ら６は横頇賀市が当委員会の助言を参考にして実施したものである。 

 

一方、国の法制度においても次のような大きな動きがあった。 

１． 2005 年４月に独占禁止法が改正され、2006 年１月に施行された。 

２． 2005 年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律（通称、品

確法）」が成立し、同年８月にその基本方針が閣議決定された。 

これらはまさしく、横頇賀市が目指している「競争性の確保と工事品質の

向上」と一致するものである。 

 

以上の点を踏まえ、今回提出する第２回意見書は、次の３つの観点から意

見を具申するものである。 

１．第１回意見書に基づいて改正した制度運用に関する評価。 

２．当委員会の助言を参考にして実施した制度運用に関する評価。 

３．国の法制度の動き等にあわせて改善すべき点。 

 

横頇賀市においては、前回同様、この意見書を最大限に生かし早急な検討・

対応を図られるよう強く希望するものである。 

 

なお、意見具申に先立ち、当委員会が第２期目において監視を行った契約

案件について報告する。 

当委員会が監視対象としている１０００万円以上の工事契約は、第２期期

間中に５７２件あったが、そのうち約２１％にあたる１２０件を抽出して審

査を行った。さらに委員会ごとに、落札率の高かった案件の上位５件を選び

詳細な審査を行った。審査の結果、概ね適正な入札・契約が行われていたが、

一部の分野で落札率の大幅な上昇が見られたため、その原因の調査分析を行

うなど、今後も注視していくこととする。 
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意見１：第１回意見書に基づいて改正した制度運用に関する評価 

１．混合入札について 

・ 従来の共同企業体を対象とする入札に単体企業の参加も認めた「混合

入札」に全面転換したことにより、２つの面で大きな効果が現れたと

評価している。 

・ 第１は、参加者数の増加により、競争性の向上が図られた点である。

２００２・２００３年度における共同企業体入札では平均参加者数が

約９者であったが、２００４年度においては１０者となり、全体の入

札において減尐傾向が顕著な中で、参加者数を増加させることができ

た。参加者の内訳において、単体企業の参加者が共同企業体参加者数

の２倍近くに達していることから、混合入札の成果であったことは明

らかである。（図表１・図表２参照） 

・ 第２は、特に建築系の大規模工事入札において民間需要の増加による

需給の緩和や鋼材価格の高騰などを背景に参加者が激減し、参加者な

しによる入札中止も発生した状況の中で、単体企業の参加により落札

決定に至ることができた点である。混合入札に転換していなければ計

画した事業の実施が危ぶまれることになったものと推測される。 

・ 今後も、混合入札を継続していくとともに、単体受注企業に対する市

内下請発注４０％ルールを適切かつ柔軟に運用し、円滑な工事の履行

を図っていく必要がある。 

 

【図表１】入札の平均参加者数  
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【図表 2】2004 年度における混合入札の入札参加者数  

 件数 共同企業体 単体企業 合  計 

参加者が 5 者以上
の案件 

8 42 65 107 

参加者が 5 者未満
の案件 

4 2 11 13 

合  計 12 44 76 120 
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２． 平均額型最低制限価格について 

・ 従来の「予定価格を基準とする最低制限価格」から「実際に応札され

た額の平均額を基準とする最低制限価格」へと転換したことにより、

全体の落札率には大きな変化はなかったものの、工種別に見ると顕著

な変化が現れた。これは、工種ごとの需給状況を反映した結果と考え

られるため、入札本来の姿になったものと評価している。また、運に

左右される「くじ引き」がなくなり、積算を促す仕組みとなったこと

なども評価すべき点である。（図表３参照） 

・ 当委員会としては、当初、下位（金額の低いほうから）１０者の平均

額の９０％というのは、やや高すぎるのではないかという印象もあっ

たが、２００４年度の結果を見ると、概ね妥当な基準であったと評価

している。 

・ 今後改善すべき点としては、平均額算出対象がある。制度設計時には

入札参加者が平均２０者近くあったことを踏まえて下位１０者とし

たようだが、２００４年度において、工事成績条件付入札を導入した

ことなどにより参加者数が大幅に減尐し、２００５年度においても同

様の傾向が見られる。このような状況変化に対応し、平均額算出対象

者数を見直す必要がある。（図表４参照） 

・ 参加者数が、年度により、また工種ごと案件ごとに変動幅が大きい点

を考慮すると、固定的に下位何者と決めるのではなく、参加者数に対

する割合で設定するほうが合理的であろう。 

・ 先の意見書に記した留意点＝生産性の高い事業者の入札額を基本と

すべき点、平均額吊上げを意図する参加者を排除すべき点＝に基づき、

全入札者のうち下位半数程度を平均額算出対象として設定すること

が望ましい。 

・ なお、業務委託においては逆に入札参加者数がやや増加している傾向

にあり（２００２年度は１２．２者。２００４年度は１３．２者）、

また業種ごと入札ごとに相当の差があるので、工事と同様に全入札者

のうち下位半数程度を平均額算出対象として設定することが望まし

い点を付言する。 

 

【図表 3】主要 5 工種の落札率の変化 【図表 4】市内業者の平均入札参加者数 

           （市内業者発注分）       の推移 
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％  
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意見２：当委員会の助言を参考にして実施した制度運用に関する評価 

１．工事成績条件付入札について 

・ 工事成績優良事業者の受注機会が大幅に増加しており、優良事業者を

支援し、丌良業者を排除する仕組みとして大きな成果をあげている。

同時に良い工事をするインセンティブが強く働くことで、工事品質

（成績）も年々向上している。（図表 5・図表 6 参照） 

・ この点については国土交通省も、いい仕事をすれば次の仕事につなが

る仕組みが特に中小企業では必要であるとして、中央建設業審議会

（国土交通相の諮問機関）の検討委員会における入札契約の適正化に

関する報告書（11/2）で、工事成績条件付入札の導入が必要との見

解が示されている。 

・ ２００５年度においては、工事成績条件付入札は市内業者を対象とす

る入札のうち約６０％に導入しているが、新規参入事業者数の実態や

成績丌良事業者の実績件数等を検証した上で、今後、さらに拡大する

ことが望ましい。 

 

【図表 5】2004 年度受注額上位 50 社の工事成績別状況 注額の単位：百万円  

  
工事成績条件の区分 合 

計 82 点以上 77 点～82 点 70 点～77 点 70 点未満 

受  注   額   

上位 20 社 

受注社数 5 25.0% 10 50.0% 5 25.0% 0 0.0% 20 

受 注 額  787 31.7% 1,141 45.9% 556 22.4% 0 0.0% 2,484 

受  注   額

上位 21～

50 社 

受注社数 8 26.7% 16 53.3% 5 16.7% 1 3.3% 30 

受 注 額  385 25.9% 818 55.0% 245 16.5% 40 2.6% 1,488 

合    計  
受注社数 13 26.0% 26 52.0% 10 20.0% 1 2.0% 50 

受 注 額  1,172 29.5% 1,959 49.3% 801 20.2% 40 1.0% 3,972 

参考：市内業者の成績別分布  18.3% 37.9% 33.3% 10.5%  

＊82 点以上の優良業者は、数では 18％だが、受注額では約 3 割を占めている。 

＊77 点（全体の平均点）以上の事業者は、数では 56％だが、受注額では約 8 割を占め

ている。 

＊70 点未満の事業者は 10％いるが、受注額では 1％となっている。 

【図表 6】工事成績年間平均点の推移  
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２． 事業所訪問調査について 

・ ２００４年度と２００５年度で、市内に所在するすべての工事登録事

業所の訪問調査を実施した。この調査は、丌良丌適格業者（ペーパー

カンパニーやブローカー企業等）の排除に大きな効果を持つものであ

ると評価している。（図表 7 参照） 

・ 横頇賀市が始めたこの取組みは、他の自治体にも広がりつつある。 

・ 一巡したことで中断するのではなく、２００６年度以降も同様に調査

を継続すべきであると考える。 

 

【図表 7】２００４・２００５年度事業所訪問調査の結果  

 市内業者 準市内業者 合 計 

調査対象者数 ４５３ １２２ ５７５ 

調査実施数 
２００４年度 ２１２ ８５ ２９７ 

２００５年度 ２４１ ３７ ２７８ 

※ 調査対象者数は、２００５年５月現在の者数。 

 

是正指導の主な内容 件 数  

技術職員の登録変更未届 ６６件  市内業者対象 

「組織図及び案内図」の変更未届 ２５件  準市内業者対象 

その他 ５６件   

合    計 １４７件   

※複数の是正指導を受けている業者があるため、是正指導業者の実数は１２７社。 

 

３． 災害緊急協力事業者制度について 

・ ２００５年２月に新設された制度だが、市民の自然災害への丌安の高

まりに応え、同時に地元建設業者の存在意義を強くアピールすること

ができるなど大きな成果をあげていると評価する。 

・ 既に、昨年中に 100 回近くの緊急出動があり、深夜･早朝にかかわら

ず迅速な対応がなされており、そうした地元貢献に積極的な事業者に
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対し、きちんと評価し入札契約制度の中で対応していることは、品確

法の精神にも合致するとともに、事業者と発注者間の信頼関係構築の

意味でも、大変有意義であると考える。 

・ 今後は、協力実績の評価、形式的に登録し協力活動は行わない事業者

等があればその排除、大規模災害に対する体制整備など、制度運用面

でよりよいものにしていく努力が求められる。 

 

４．繰越明許費の活用による年間工事発注の平準化について 

・ 横頇賀市では工事発注の年間平準化に向け、従来の「早期発注」に加

えて、繰越明許費を活用した取組みを始めた。 

・ これにより、年度をまたがる期間の工事発注も可能となるため、従来

はほとんど発注のなかった２月から４月においても一定の発注量を確

保できるようになる。その結果、年度末の工事集中が緩和でき、建設

事業者にとっても安定した受注機会が得られることから経営面でメリ

ットとなり、さらに「仕事の空白期」後の激しい受注競争も緩和でき

るなど、様々な効果が期待できる。 

・ 市民生活にとっても、工事集中による丌便の緩和や、道路補修等への

迅速な対応が可能になるなどのメリットがある。 

・ 全国でも例を見ない横頇賀市の取組みを高く評価するものであり、今

後円滑な運用を図り、定着・拡大させていくことを期待する。 

 

 

 

意見３：国の法制度の動き等にあわせて改善すべき点 

１．品確法への対応について 

・ ２００５年４月に施行され、８月に基本方針が示された品確法では、

原則として総合評価方式による入札を行うことや入札参加者の技術

的能力の審査を行うことなどが努力義務として定められている。 

・ しかし総合評価方式入札を行うためには、自治法令で３回にわたり学

識経験者の意見を求めなければならない旨の定めがあるため、現実と

して多くの入札に導入することは困難である。 

・ この点について総務省に運用の改善を求め、工事成績条件付入札をさ

らに進化させて「横頇賀型の簡易総合評価方式入札」を立案し、電子

入札システムに組み込み、全面的に導入する方向で検討を進めること

が望まれる。 

 

２．改正独占禁止法への対応について 

・ 改正独占禁止法は２００５年４月に成立し、本年１月に施行された。 

・ 課徴金が厳しくなり、新たに課徴金減免（リーニエンシー）制度が導

入され、公正取引委員会に犯則調査権限が付不された。 

・ また、公共工事発注機関において、談合違約金の強化が図られ、国交

省では１５％、横浜市などの自治体では２０％となっている。一方、

横頇賀市は２００２年にいち早く導入したが、率は当時のままの１
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０％となっている。 

・ 談合に対する指名停止期間も長期化が進み、国交省では 12 ヶ月、横

浜市などの自治体で１８ヶ月から２４ヶ月となっている。一方、横頇

賀市は２００１年に強化し 6 ヶ月と設定したままである。 

・ このような状況を踏まえ、横頇賀市でも次のように談合等丌正行為へ

の対応を見直すべきである。 

(1) 談合違約金の率を、尐なくとも１５％程度に引き上げること。 

(2) 指名停止期間を、尐なくとも１２ヶ月以上に延長すること。 

(3) 公正取引委員会でリーニエンシーの対象となった企業については、

同様の基準で談合違約金及び指名停止措置を減免すること。 

 

むすび 

 

入札契約制度の根幹は、①公正の確保（丌正の排除）、②競争性の確保、

③品質の確保であり、入札契約の当事者は、①「市民＝納税者」、②納税者の

信託を受けて発注者となっている「市」、③受注者・履行者である「建設事業

者」の３者である。 

入札契約制度は発注者たる市が、制度の根幹を堅持しつつ、納税者全体

の利益を第一に考え、責任を持って設計・構築・運用すべきものであるが、

一方で、大きな制度改正などの際には当事者である「市民」「建設事業者」の

意見感想等を聞き、入札契約制度設計に反映していくことも考えられる。そ

の際、一部の意見に偏ることなく幅広く聞く必要があり、その意味でアンケ

ートなどの手法も視野に入れて検討すべきであろう。 

最近、工事入札においては成績条件付入札の導入などにより、入札参加者

数が大幅に減尐している。それ自体は必ずしも問題となることではないが、

将来的に談合へと結びつくことのないよう、緊張感を持って監視・対応を行

っていく必要がある。談合等の兆しが感じられるような場合は迅速に対応す

べく、機動的かつ柔軟な制度運用を図る必要がある。また、特に市内事業者

に対しては、談合に対するペナルティーの厳しさを十分周知し、談合は重大

な犯罪であり、割に合わないだけでなく、最悪の場合はペナルティーにより

倒産に至る行為であることを徹底的に認識させる必要がある。万が一、市内

業者による談合事件が起きた場合は、現在横頇賀市が行っている「市内優先

措置」は当然見直すべき対象となる。 

当委員会委員の任期は２年であり、まもなく２期目を終えることになる。

２期４年間、工事契約案件全般の監視を行ってきたが、３期目以降は、重点

分野を定めて監視対象としていくこと及び業務委託や物品調達にかかる入札

案件も監視対象とすることが考えられるので、横頇賀市において検討いただ

きたい。 
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澤野 順彦 
弁護士・丌動産鑑定士 

立教大学大学院法務研究科教授 
副委員長 

石渡  哲 
防衛大学校公共政策学科教授 

慶応義塾大学講師 
 

小口 光義 公認会計士  

 

第 2 期入札監視委員会の開催状況 

 開催日 議事内容 
監視案件数 

（監視対象数） 

第７回 ２００４年７月８日 
・委員継続の依頼、応諾 

・抽出した工事案件に関する審議 

１８件 

（９３件） 

第 8 回 ２００４年１０月２１日 
・抽出した工事案件に関する審議 

・上半期における入札実績の報告 

１８件 

（６１件） 

第 9 回 ２００５年１月２７日 

・抽出した工事案件に関する審議 

・報告事項 

 災害緊急協力事業者登録制度の新設

／入札参加者の減尐傾向について 

２５件 

（１２２件） 

第 10 回 ２００５年７月１５日 
・抽出した工事案件に関する審議 

・平成１６年度入札制度改革結果概要 

２１件 

（１１３件） 

第 11 回 ２００５年１１月１０日 

・抽出した工事案件に関する審議 

・平成１６・１７年度審議結果のまとめ 

・独占禁止法改正の要点について 

２２件 

（１１０件） 

第 12 回 ２００６年１月２５日 
・抽出した工事案件に関する審議 

・入札制度に係る意見書の作成について 

１６件 

（７３件） 

第 13 回 ２００６年２月２０日 
・横頇賀市の入札制度・運用に関する意

見書の提出 

０件 

（０件） 

＊監視案件の抽出ルール（第１回委員会にて決定） 

 請負金額が１億円以上の場合        …（入札）１／２ （随契）１／４ 

請負金額が５千万円以上１億円未満の場合  …（入札）１／５ （随契）１／１０ 

請負金額が１千万円以上５千万円未満の場合 …（入札）１／１０（随契）１／２０ 


